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訓 令
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栃 木 県 訓 令 第 一 号

本 庁

出 先 機 関

栃 木 県 職 員 服 務 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 二 年 二 月 二 十 八 日

栃 木 県 知 事 福 田 富 一

栃 木 県 職 員 服 務 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令

栃 木 県 職 員 服 務 規 程 （ 昭 和 三 十 九 年 栃 木 県 訓 令 第 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

附 則 附 則

１ 略 １ 略

２ 別 表 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 当 分 の 間 、 同 表 ２ 別 表 中 勤 務 時 間 等 の 区 分 が 一 で あ る 所 属 の 職 員

中 「午前８時から午後４時45分まで又は午前９時の 平 成 二 十 一 年 十 月 一 日 か ら 同 月 三 十 一 日 ま で の
から午後５時45分」 と あ る の は 、 「午前７時から間 の 勤 務 時 間 は 、 同 表 の 規 定 に か か わ ら ず 、 午 前

午後３時45分まで午前７時30分から午後４時15 八 時 か ら 午 後 五 時 ま で 、 午 前 八 時 三 十 分 か ら 午 後、

分まで午前８時から午後４時45分まで午前９五 時 三 十 分 ま で 又 は 午 前 九 時 三 十 分 か ら 午 後 六 時、 、

時から午後５時45分まで午前９時30分から午後三 十 分 ま で と し 、 そ の 割 振 り は 、 職 員 ご と に 所 属、

６時15分まで又は午前10時から午後６時45分」 と 長 が 定 め る 。

す る 。

３ 略 ３ 略

別表（第11条関係） 別表（第11条関係）

略 略

注１略 注１略

２７月１日から８月31日までの間におけ ２７月１日から８月31日までの間におけ

るこの表の規定の適用については同表 るこの表の規定の適用については同表、 、

中「午前８時から午後４時45分までの」 中「午前８時から 」

とあるのは「午前７時30分から午後４ とあるのは「午前７時30分から午後４、 、

時15分まで午前８時から午後４時45分 時15分まで午前８時から、 、

までの」とする 」とする。 。

附 則

こ の 訓 令 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

（ 人 事 課 ）
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教 育 委 員 会

-
1

-

○ 職 員 の 勤 務 時 間 に 関 す る 規 程 の 一 部 改 正

栃 木 県 教 育 委 員 会 訓 令 第 一 号

事 務 局

学 校 以 外 の 教 育 機 関

職 員 の 勤 務 時 間 に 関 す る 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 二 年 二 月 二 十 八 日

栃 木 県 教 育 委 員 会 教 育 長 荒 川 政 利

職 員 の 勤 務 時 間 に 関 す る 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令

職 員 の 勤 務 時 間 に 関 す る 規 程 （ 昭 和 三 十 一 年 栃 木 県 教 育 委 員 会 訓 令 第 四 百 六 十 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改

正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改   後正 前正改

附 則 附 則

１ 略 １ 略

２ 別 表 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 当 分 の 間 、 同 表 ２ 平 成 二 十 一 年 十 月 一 日 か ら 同 月 三 十 一 日 ま で の

中 「午前８時から午後４時45分まで又は午前９時間 の 職 員 の 勤 務 時 間 は 、 別 表 の 規 定 に か か わ ら

から午後５時45分」 と あ る の は 、 「午前７時からず 、 午 前 八 時 か ら 午 後 五 時 ま で 、 午 前 八 時 三 十 分

午後３時45分まで午前７時30分から午後４時15 か ら 午 後 五 時 三 十 分 ま で 又 は 午 前 九 時 三 十 分 か ら、

分まで午前８時から午後４時45分まで午前９午 後 六 時 三 十 分 ま で と し 、 そ の 割 振 り は 、 職 員 ご、 、

時から午後５時45分まで午前９時30分から午後と に 所 属 長 が 定 め る 。、

６時15分まで又は午前10時から午後６時45分」 と

す る 。

別表（第２条関係） 別表（第２条関係）

略 略

注栃木県教育委員会事務局処務規程（昭和61 注１栃木県教育委員会事務局処務規程（昭

年栃木県教育委員会訓令第８号）第20条の２ 和61年栃木県教育委員会訓令第８号）第

第１項の規定により休憩時間を変更する場合 20条の２第１項の規定により休憩時間を

（フレックスタイム制勤務職員に係る休憩時 変更する場合（フレックスタイム制勤務

間を変更する場合を除く）には勤務時間 職員に係る休憩時間を変更する場合を除。 、

の終業時刻を15分繰り上げるものとする く）には勤務時間の終業時刻を15分。 。 、

繰り上げるものとする。

２７月１日から８月31日までの間におけ

るこの表の規定の適用については同表、

中「午前８時から」とあるのは「午前、

７時30分から午後４時15分まで午前８、

時から」とする。

附 則

こ の 訓 令 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

（ 総 務 課 ）
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-

栃 木 県 訓 令 第 一 号

本 庁

出 先 機 関

栃 木 県 職 員 服 務 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 二 年 二 月 二 十 八 日

栃 木 県 知 事 福 田 富 一

栃 木 県 職 員 服 務 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令

栃 木 県 職 員 服 務 規 程 （ 昭 和 三 十 九 年 栃 木 県 訓 令 第 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

附 則 附 則

１ 略 １ 略

２ 別 表 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 当 分 の 間 、 同 表 ２ 別 表 中 勤 務 時 間 等 の 区 分 が 一 で あ る 所 属 の 職 員

中 「午前８時から午後４時45分まで又は午前９時の 平 成 二 十 一 年 十 月 一 日 か ら 同 月 三 十 一 日 ま で の

から午後５時45分」 と あ る の は 、 「午前７時から間 の 勤 務 時 間 は 、 同 表 の 規 定 に か か わ ら ず 、 午 前

午後３時45分まで午前７時30分から午後４時15 八 時 か ら 午 後 五 時 ま で 、 午 前 八 時 三 十 分 か ら 午 後、

分まで午前８時から午後４時45分まで午前９五 時 三 十 分 ま で 又 は 午 前 九 時 三 十 分 か ら 午 後 六 時、 、

時から午後５時45分まで午前９時30分から午後三 十 分 ま で と し 、 そ の 割 振 り は 、 職 員 ご と に 所 属、

６時15分まで又は午前10時から午後６時45分」 と 長 が 定 め る 。

す る 。

３ 略 ３ 略

別表（第11条関係） 別表（第11条関係）

略 略

注１略 注１略

２７月１日から８月31日までの間におけ ２７月１日から８月31日までの間におけ

るこの表の規定の適用については同表 るこの表の規定の適用については同表、 、

中「午前８時から午後４時45分までの」 中「午前８時から 」

とあるのは「午前７時30分から午後４ とあるのは「午前７時30分から午後４、 、

時15分まで午前８時から午後４時45分 時15分まで午前８時から、 、

までの」とする 」とする。 。
附 則

こ の 訓 令 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

（ 人 事 課 ）
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-

○ 職 員 の 勤 務 時 間 に 関 す る 規 程 の 一 部 改 正

栃 木 県 教 育 委 員 会 訓 令 第 一 号

事 務 局

学 校 以 外 の 教 育 機 関

職 員 の 勤 務 時 間 に 関 す る 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 二 年 二 月 二 十 八 日

栃 木 県 教 育 委 員 会 教 育 長 荒 川 政 利

職 員 の 勤 務 時 間 に 関 す る 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令

職 員 の 勤 務 時 間 に 関 す る 規 程 （ 昭 和 三 十 一 年 栃 木 県 教 育 委 員 会 訓 令 第 四 百 六 十 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改

正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改   後正 前正改

附 則 附 則

１ 略 １ 略

２ 別 表 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 当 分 の 間 、 同 表 ２ 平 成 二 十 一 年 十 月 一 日 か ら 同 月 三 十 一 日 ま で の

中 「午前８時から午後４時45分まで又は午前９時間 の 職 員 の 勤 務 時 間 は 、 別 表 の 規 定 に か か わ ら

から午後５時45分」 と あ る の は 、 「午前７時からず 、 午 前 八 時 か ら 午 後 五 時 ま で 、 午 前 八 時 三 十 分

午後３時45分まで午前７時30分から午後４時15 か ら 午 後 五 時 三 十 分 ま で 又 は 午 前 九 時 三 十 分 か ら、

分まで午前８時から午後４時45分まで午前９午 後 六 時 三 十 分 ま で と し 、 そ の 割 振 り は 、 職 員 ご、 、

時から午後５時45分まで午前９時30分から午後と に 所 属 長 が 定 め る 。、

６時15分まで又は午前10時から午後６時45分」 と

す る 。

別表（第２条関係） 別表（第２条関係）

略 略

注栃木県教育委員会事務局処務規程（昭和61 注１栃木県教育委員会事務局処務規程（昭

年栃木県教育委員会訓令第８号）第20条の２ 和61年栃木県教育委員会訓令第８号）第

第１項の規定により休憩時間を変更する場合 20条の２第１項の規定により休憩時間を

（フレックスタイム制勤務職員に係る休憩時 変更する場合（フレックスタイム制勤務

間を変更する場合を除く）には勤務時間 職員に係る休憩時間を変更する場合を除。 、

の終業時刻を15分繰り上げるものとする く）には勤務時間の終業時刻を15分。 。 、

繰り上げるものとする。

２７月１日から８月31日までの間におけ

るこの表の規定の適用については同表、

中「午前８時から」とあるのは「午前、

７時30分から午後４時15分まで午前８、

時から」とする。

附 則

こ の 訓 令 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

（ 総 務 課 ）
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企 業 局

-
1

-

○ 職 員 の 勤 務 時 間 に 関 す る 規 程 の 一 部 改 正

栃 木 県 教 育 委 員 会 訓 令 第 一 号

事 務 局

学 校 以 外 の 教 育 機 関

職 員 の 勤 務 時 間 に 関 す る 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 二 年 二 月 二 十 八 日

栃 木 県 教 育 委 員 会 教 育 長 荒 川 政 利

職 員 の 勤 務 時 間 に 関 す る 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令

職 員 の 勤 務 時 間 に 関 す る 規 程 （ 昭 和 三 十 一 年 栃 木 県 教 育 委 員 会 訓 令 第 四 百 六 十 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改

正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改   後正 前正改

附 則 附 則

１ 略 １ 略

２ 別 表 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 当 分 の 間 、 同 表 ２ 平 成 二 十 一 年 十 月 一 日 か ら 同 月 三 十 一 日 ま で の

中 「午前８時から午後４時45分まで又は午前９時間 の 職 員 の 勤 務 時 間 は 、 別 表 の 規 定 に か か わ ら

から午後５時45分」 と あ る の は 、 「午前７時からず 、 午 前 八 時 か ら 午 後 五 時 ま で 、 午 前 八 時 三 十 分

午後３時45分まで午前７時30分から午後４時15 か ら 午 後 五 時 三 十 分 ま で 又 は 午 前 九 時 三 十 分 か ら、

分まで午前８時から午後４時45分まで午前９午 後 六 時 三 十 分 ま で と し 、 そ の 割 振 り は 、 職 員 ご、 、

時から午後５時45分まで午前９時30分から午後と に 所 属 長 が 定 め る 。、

６時15分まで又は午前10時から午後６時45分」 と

す る 。

別表（第２条関係） 別表（第２条関係）

略 略

注栃木県教育委員会事務局処務規程（昭和61 注１栃木県教育委員会事務局処務規程（昭

年栃木県教育委員会訓令第８号）第20条の２ 和61年栃木県教育委員会訓令第８号）第

第１項の規定により休憩時間を変更する場合 20条の２第１項の規定により休憩時間を

（フレックスタイム制勤務職員に係る休憩時 変更する場合（フレックスタイム制勤務

間を変更する場合を除く）には勤務時間 職員に係る休憩時間を変更する場合を除。 、

の終業時刻を15分繰り上げるものとする く）には勤務時間の終業時刻を15分。 。 、

繰り上げるものとする。

２７月１日から８月31日までの間におけ

るこの表の規定の適用については同表、

中「午前８時から」とあるのは「午前、

７時30分から午後４時15分まで午前８、

時から」とする。

附 則

こ の 訓 令 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

（ 総 務 課 ）

-
1

-

○ 栃 木 県 企 業 局 企 業 職 員 の 勤 務 時 間 そ の 他 の 勤 務 条 件 に 関 す る 規 程 の 一 部 改 正

栃 木 県 公 営 企 業 管 理 規 程 第 一 号

栃 木 県 企 業 局 企 業 職 員 の 勤 務 時 間 そ の 他 の 勤 務 条 件 に 関 す る 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 管 理 規 程 を 次 の よ う に 定

め る 。
令 和 二 年 二 月 二 十 八 日

栃 木 県 知 事 福 田 富 一

栃 木 県 企 業 局 企 業 職 員 の 勤 務 時 間 そ の 他 の 勤 務 条 件 に 関 す る 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 管 理 規 程

栃 木 県 企 業 局 企 業 職 員 の 勤 務 時 間 そ の 他 の 勤 務 条 件 に 関 す る 規 程 （ 昭 和 三 十 一 年 栃 木 県 電 気 事 業 管 理 規 程 第

三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

（ 勤 務 時 間 ） （ 勤 務 時 間 ）

第 二 条 略 第 二 条 略

２ ～ ５ 略 ２ ～ ５ 略

６ 七 月 一 日 か ら 八 月 三 十 一 日 ま で の 間 に お け る 前

項 第 一 号 た だ し 書 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 号

た だ し 書 中 「 午 前 八 時 か ら 」 と あ る の は 、 「 午 前

七 時 三 十 分 か ら 午 後 四 時 十 五 分 ま で 、 午 前 八 時 か

ら 」 と す る 。

６ 略 ７ 略

附 則 附 則

１ 略 １ 略

２ 第 二 条 第 五 項 第 一 号 た だ し 書 の 規 定 の 適 用 に つ ２ 平 成 二 十 一 年 十 月 一 日 か ら 同 月 三 十 一 日 ま で の

い て は 、 当 分 の 間 、 同 号 た だ し 書 中 「 午 前 八 時 か 間 の 常 勤 職 員 の 勤 務 時 間 の 割 振 り は 、 第 二 条 第 五

ら 午 後 四 時 四 十 五 分 ま で 又 は 午 前 九 時 か ら 午 後 五 項 第 一 号 本 文 の 規 定 に か か わ ら ず 、 午 前 八 時 か ら

時 四 十 五 分 」 と あ る の は 、 「 午 前 七 時 か ら 午 後 三 午 後 五 時 ま で 、 午 前 八 時 三 十 分 か ら 午 後 五 時 三 十

時 四 十 五 分 ま で 、 午 前 七 時 三 十 分 か ら 午 後 四 時 十 分 ま で 又 は 午 前 九 時 三 十 分 か ら 午 後 六 時 三 十 分 ま

五 分 ま で 、 午 前 八 時 か ら 午 後 四 時 四 十 五 分 ま で 、 で と し 、 常 勤 職 員 ご と に 管 理 者 の 権 限 を 行 う 知 事

午 前 九 時 か ら 午 後 五 時 四 十 五 分 ま で 、 午 前 九 時 三 が 定 め る 。

十 分 か ら 午 後 六 時 十 五 分 ま で 又 は 午 前 十 時 か ら 午

後 六 時 四 十 五 分 」 と す る 。

附 則

こ の 管 理 規 程 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

（ 経 営 企 画 課 ）


